
令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容

妥当性 Ａ
環境審議会は、環境基本法第４４条及び地方自治法第
１３８条の４並びに四街道市環境審議会条例に位置付
けられており、実施すべき事業です。

有効性 Ａ
環境施策に関する重要事項を調査審議し、適切な環境
行政の運営に寄与しています。

効率性 Ａ
重要事項の調査審議に当たり、すぐに諮問できる体制
を整えていることにより、緊急性を要する案件にすぐに
対応できます。

妥当性 Ａ
「まちをきれいにする条例」における、市民が快適に生
活できる清潔できれいなまちづくりを推進するために必
要な事業です。

有効性 Ａ
事業を推進することで、四街道駅周辺をはじめ市内の環
境美化に寄与しています。

効率性 Ａ
市内の環境美化を進める個人や団体の活動が広がって
きており、行政との連携が進んでいます。

妥当性 Ａ
管内保健所と連携し食中毒の発生を防止する必要があ
ります。

有効性 Ａ
市内の状況を把握している市が県と連携することで、適
切な状況判断が可能となります。

効率性 Ａ

食中毒注意報及び食中毒警報の発令は県の権限となり
ますが、市が連携することで適切な状況判断が可能とな
り、市民の食の安全を確保することにつながっていま
す。

食中毒注意報及び食
中毒警報発令時の各
関係機関への周知を
行いました。

現行どおり

食中毒注意報及び食
中毒警報発令時の各
関係機関への周知を
行います。

3 食品衛生事業 環境政策課

市民及び事業者に食
中毒防止の啓発を行
うとともに、食中毒注
意報及び食中毒警報
の発令時はすばや
く、注意喚起を行うこ
とで市民が食の安全
を確保できている。

県と連携し食中毒注
意報及び食中毒警報
発令時の各関係機関
への周知を行う。

現行どおり

美化推進重点地区を
中心に市内の環境美
化に関する施策を引き
続き推進します。

2
環境衛生推進事
業

環境政策課

四街道駅周辺をはじ
めとした市内全域が
清潔できれいなまち
になり、市民が快適
に生活している。

市民が快適に生活で
きる清潔できれいなま
ちづくりを推進するた
め、環境美化推進重
点地区の見回りや駅
前公衆トイレの衛生管
理、環境美化表彰な
どを実施する。

審議会に諮る重要事
項がなかったため、
環境審議会は開催し
ませんでした。
第２次環境基本計画
の進行管理を行いま
した。

現行どおり

環境審議会を適切、効
率的に運営します。
第２次環境基本計画
の進行管理を着実に
行うほか、第３次環境
基本計画の策定準備
を開始します。

市民が快適に生活で
きる清潔できれいな
まちづくりを推進する
ため、環境美化推進
重点地区の見回りや
駅前公衆トイレの衛
生管理、環境美化表
彰などを実施しまし
た。

1
環境政策推進事
業

環境政策課

環境施策に関する事
項の審議結果が環境
行政の運営に反映さ
れている。

環境審議会において
環境政策に関する審
議を行うため、委員の
委嘱、会議の運営等
を行う。

事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
犬の登録や狂犬病予防注射に関する事業は、狂犬病
予防法に基づき実施するものです。

有効性 Ａ
狂犬病発症を防止するとともに飼い犬の適正飼育につ
ながっています。

効率性 Ａ
集合狂犬病予防注射を実施し注射機会を拡大したほ
か、狂犬病予防注射未登録者に対し注射接種の啓発は
がきを送付し、注射実施率を向上させました。

妥当性 Ａ
水道法第３９条及び四街道市小規模水道条例第８条に
基づく必須事業です。

有効性 Ａ
専用水道等及び小規模水道施設の適正管理につな
がっています。

効率性 Ａ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、定期立入検査
は実施できませんでしたが、書類提出により適切な施設
管理がされているか状況を把握しました。

妥当性 Ａ
墓地、埋葬等に関する法律、四街道市営霊園条例、同
条例施行規則に定められた霊園の管理運営業務です。

有効性 Ａ 市営霊園の適正管理に寄与しています。

効率性 Ａ 最適な方法で実施し効率的な運営につながっています。

水道施設の水質及び
施設が適正に管理さ
れるよう立入検査等に
よる指導を行います。
また適切な施設指導
及び施設把握のため
諸手続きの審査及び
受理を行います。

現行どおり

墓地の使用許可、使
用料及び管理料の徴
収等に係る事務、霊園
の一時使用受付事務・
園内の清掃・樹木の剪
定・施設の保守等の管
理運営について指定
管理者である地元地
区へ委託する事務、そ
の他霊園施設設備の
保守点検等を各種専
門業者に委託する事
務を実施します。
（令和４年度から市営
霊園整備事業と統合し
ます。）

墓地の使用許可、使
用料及び管理料の徴
収等に係る事務、霊
園の一時使用受付事
務・園内の清掃・樹木
の剪定・施設の保守
等の管理運営につい
て指定管理者である
地元地区へ委託する
事務、その他霊園の
施設設備の保守点検
等を各種専門業者に
委託する事務を実施
しました。

現行どおり

5
飲用水衛生対策
事業

環境政策課
水道法等に基づき水
道施設が適正に管理
されている。

水道施設の水質及び
施設が適正に管理さ
れるよう立入検査等
による指導を行う。ま
た適切な施設指導及
び施設把握のため諸
手続きの審査及び受
理を行う。

6
市営霊園管理運
営事業

環境政策課

霊園の安定管理、安
定運営により利用者
が安心して使用して
いる。

墓地の使用許可、使
用料及び管理料の徴
収等に係る事務、霊
園の一時使用受付事
務・園内の清掃・樹木
の剪定・施設の保守
等の管理運営につい
て指定管理者である
地元地区へ委託する
事務、その他霊園施
設設備の保守点検等
を各種専門業者に委
託する事務を行う。

水道施設の水質及び
施設が適正に管理さ
れるよう書面等による
検査を行いました。ま
た適切な施設指導及
び施設把握のため諸
手続きの審査及び受
理を実施しました。

現行どおり

犬の登録に関する事
務、狂犬病予防注射
済票の交付、集合狂
犬病予防注射を実施
します。

4 畜犬事業 環境政策課

狂犬病の予防及び人
と動物が共生できる
社会が形成されてい
る。

狂犬病予防法に基づ
く飼い犬の適正飼育
の一環として、登録鑑
札の交付、狂犬病予
防注射済票の交付、
集合狂犬病予防注射
を実施する。

犬の登録鑑札の交
付、狂犬病予防注射
済票の交付、集合狂
犬病予防注射を実施
しました。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
墓地、埋葬等に関する法律、四街道市営霊園条例、同
条例施行規則に定められた霊園の整備業務です。

有効性 Ａ 市営霊園の適正管理に寄与しています。

効率性 Ａ 適正な整備により効率的な運営につながっています。

妥当性 Ａ
墓地、埋葬等に関する法律第５条（改葬）、第１０条（経
営許可等）及び四街道市墓地等の経営の許可等に関す
る条例に基づく必須事業です。

有効性 Ａ
適正な事務の実施により、墓地の使用及び改葬が支障
なく実施できています。

効率性 Ａ
許可等の相談に適切に対応することで、その後の許可
等の事務を円滑に進めています。

妥当性 Ａ
環境基本条例第２１条及びダイオキシン類から大気を守
る条例第６条に基づき実施しています。

有効性 Ａ
市内の環境状況の継続的な把握が市民生活の安心に
つながっています。

効率性 Ａ
毎年計画的に市内の環境状況を把握し、最適に実施し
ています。

8 墓地等管理事業 環境政策課
公衆衛生上支障なく
適正な墓地の使用及
び改葬ができている。

墓地、納骨堂、火葬場
の経営の許可等の事
務を行う。

9
公害調査測定事
業

環境政策課

生活環境が公害など
で汚染されていない
ことを知り、市民が安
心して生活している。

継続的な公害調査を
行い、大気、河川など
が汚染されていないこ
とを確認する。

墓地、納骨堂、火葬場
の経営の許可等の事
務を適正に行います。

河川水質、大気環境
（ダイオキシン類濃度
測定）及び地下水水
質の各調査を実施し
ました。

現行どおり

河川水質、大気環境
（ダイオキシン類濃度
測定）及び地下水水質
の各調査を実施しま
す。

合葬式墓地（通常合
葬）内の納骨壇を整
備しました。
「槙」区画内四阿周辺
の敷石の不陸箇所を
調整する工事を行い
ました。

現行どおり

必要に応じて改修工
事等を行います。
（令和４年度から市営
霊園管理運営事業に
統合します。）

墓地、納骨堂、火葬
場の経営の許可等の
事務を適正に行いま
した。

現行どおり

7
市営霊園整備事
業

環境政策課

霊園を整備すること
により、より多くの墓
地使用者が安心して
霊園を使用している。

必要に応じて改修工
事等を行う。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
環境への負荷の低減、地球温暖化防止等の環境保全
に資するため今後も継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ

住宅用省エネルギー設備等設置者に補助金を交付する
ことで普及促進し、環境への負荷が低減されています。
また、職員による野焼き行為の指導等により、市内の生
活環境が保全されています。

効率性 Ａ
住宅用省エネルギー設備等設置者への補助金につい
ては県補助を活用し、実施しています。

妥当性 Ａ 騒音規制法第１８条に基づき実施しています。

有効性 Ａ
騒音、振動等の測定機器の維持管理を行い、調査・苦
情に対応しています。

効率性 Ａ 最適な方法で実施しています。

妥当性 Ａ 国、県の補助制度に基づく市の補助金支出事業です。

有効性 Ａ
高度処理型合併処理浄化槽を普及促進させることで、
市民の生活環境を保全し、公衆衛生が向上しています。

効率性 Ａ
市の補助金支出に係る国や県の補助制度が確立され
ています。

現行どおり

自動車騒音測定評価
及び騒音、振動等測
定機器の維持管理を
行い、調査を実施しま
す。

高度処理型合併処理
浄化槽を設置した者
に対し、合併処理浄
化槽設置整備促進事
業補助金を交付しま
した。

現行どおり

高度処理型合併処理
浄化槽を設置した者に
対し、合併処理浄化槽
設置整備促進事業補
助金を交付します。

環境政策課

高度処理型合併処理
浄化槽を普及させる
ことで、市民の生活
環境の保全及び公衆
衛生が向上してい
る。

生活排水による公共
用水域の水質汚濁防
止のため、し尿と雑排
水を合わせて処理す
る高度処理型合併処
理浄化槽を設置した
者に対し、合併処理
浄化槽設置整備促進
事業補助金を交付す
る。

12
合併処理浄化槽
普及促進事業

11
公害防止対策事
業

環境政策課
生活環境が保全され
ている。

自動車騒音の測定及
び調査・苦情に対応す
るため測定機器の維
持管理を行う。

住宅用省エネルギー
設備等の普及のため
補助金の交付を実施
しました。
また、補助金交付要
綱の見直しを行い、
改善をしました。

自動車騒音測定評価
及び騒音、振動等測
定機器の維持管理を
実施しました。

10
環境保全対策事
業

環境政策課

環境への負荷を低減
し、地球温暖化防止
等の環境保全に資す
るため、住宅用太陽
光発電システム設置
者等に補助金を交付
することで普及が促
進されている。野焼き
行為、不法投棄等を
防止し環境が保全さ
れている。

市内の生活環境保全
のため野焼き行為の
指導、不法投棄及び
残土等の埋め立て等
の監視及び指導を行
う。また、環境への負
荷を低減し、地球温暖
化防止等の環境保全
に資するため、住宅用
太陽光発電システム
及び住宅用省エネル
ギー設備の普及促進
に向け設置者に補助
金を交付する。

現行どおり

太陽光発電設備の補
助を廃止し、電気自動
車とＶ２Ｈ充放電設備
を新たに補助対象設
備に追加し、脱炭素化
に寄与する設備等設
置者への補助金交付
を実施します。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
地下水汚染防止対策として観測井戸及び汚染井戸の水
質調査並びに曝気処理を行い汚染の拡散を防止するた
めの事業であり、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ
地下水汚染防止対策として観測井戸及び汚染井戸の水
質調査並びに曝気処理を行い汚染の拡散を防止するた
めに実施しています。

効率性 Ａ 県と連携のうえ計画的に事業を実施しています。

妥当性 Ａ
印旛沼流域市町等が一体となって印旛沼浄化対策に取
り組んでおり、本市としても流域自治体として継続的に
実施する必要があります。

有効性 Ａ
自然環境の保全を行うことにより、市民が暮らしやすい
生活環境となっています。

効率性 Ａ
市職員及び市民団体等の協力により実施しており、コス
ト削減の余地はありません。

妥当性 Ａ
ゼロカーボンシティ宣言の下、二酸化炭素排出量実質
ゼロの地域社会の実現に向け、実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ
宅配ボックス設置者に補助金を交付することで普及促
進を行い、二酸化炭素排出量実質ゼロの地域社会の実
現に向け、低減されています。

効率性 Ａ 最適な方法で実施しています。

宅配ボックス設置の普
及のため補助金の交
付を実施します。

13

印旛沼流域水循環健
全化会議等の活動に
おいて河川清掃等を
実施しました。また、
ホタル自生地保護の
ため、ホタル自生地
の土地の借上げを行
いました。

現行どおり14
自然環境対策事
業

環境政策課

河川、湖沼の水環境
の改善や治水対策に
取り組むことにより、
水質の悪化を防止し
市民が安心して生活
できる。また、ホタル
自生地など優良自然
地の保全を行う。

印旛沼流域水循環健
全化会議の活動にお
いて河川清掃等を実
施する。また、ホタル
自生地保護のため、
ホタル自生地の土地
の借上げをする。

印旛沼流域水循環健
全化会議の活動にお
いて河川清掃等を実
施します。また、ホタル
自生地保護のため、ホ
タル自生地の土地の
借上げを行います。

地下水汚染機構解明
調査、汚染井戸水質
調査等を実施しまし
た。

現行どおり

物井地先の調査に加
え、大日地区の汚染
機構解明調査等を実
施します。

宅配ボックス設置の
普及のため補助金の
交付を実施しました。

現行どおり15
宅配ボックス購
入支援事業

環境政策課

ゼロカーボンシティ宣
言の下、二酸化炭素
排出量実質ゼロの地
域社会の実現に向
け、再配達に伴う温
室効果ガスの排出を
抑制するため、宅配
ボックス設置者に対し
補助金を交付するこ
とで普及促進されて
いる。

ゼロカーボンシティ宣
言の下、二酸化炭素
排出量実質ゼロの地
域社会の実現に向
け、再配達に伴う温室
効果ガスの排出を抑
制するため、宅配ボッ
クス設置者に対し補
助金を交付する。

地下水汚染防止
対策事業

環境政策課

地下水汚染対策事業
を実施し、汚染状況
の把握及び汚染除去
作業を行い、市民が
安心して生活してい
る。

観測井戸による水質
などの監視及び汚染
地下水の浄化作業を
行うなど、地下水汚染
対策を講ずるととも
に、汚染井戸の水質
調査を継続する。

5 / 18 ページ
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
ゼロカーボンシティ宣言の下、二酸化炭素排出量実質
ゼロの地域社会の実現に向け、実施する必要がありま
す。

有効性 Ａ
一般住宅用充給電設備設置者に補助金を交付すること
で普及の促進を行い、二酸化炭素排出量実質ゼロの地
域社会の実現に向け、低減されています。

効率性 Ａ 最適な方法で実施しています。

妥当性 Ａ

一般廃棄物の処理に関する事務は、自治事務として定
められており、職員の専門知識の習得や他市町村の情
報収集は不可欠です。また、ごみ処理対策委員会につ
いては、各自治体により廃棄物の事情や方針が異なり、
当市にとって最善の施策を検討するためには諮問等は
必要です。

有効性 Ａ
研修会等による職員の専門知識の習得や他市町村の
情報収集により効率的かつ円滑に廃棄物処理業務を行
うことができています。

効率性 Ａ
必要最小限のコストで、最適な方法により実施していま
す。

妥当性 Ａ
国が推進する廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利
用を通じ、環境負担の少ない循環型社会を構築するに
は、当事業は必要不可欠です。

有効性 Ａ

家庭系ごみ排出量は概ね減少傾向にあり、成果は少し
ずつではありますが上がっているものと考えます。また、
市民のリサイクルに対する意識が活発になることで、行
政へのニーズも増大するものと考えられることから、当
事業についても更なる拡充が必要です。

効率性 Ｂ

循環型社会の構築に向けて各施策の拡充により、市の
費用負担は増大しますが、家庭系ごみ処理手数料制度
の導入や民間事業者等によるリサイクルを活性化させ
ることにより、行政によるごみ処理経費やリサイクル費
用の負担が軽減されれば、将来的にトータルコストは削
減される可能性があります。

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した、
令和３年度単年度事
業です。

ごみの減量化・リサイ
クルなどの施策を立案
する際に必要な職員
の専門知識や先進自
治体の情報を得るた
め、研修等に参加し、
本市のごみ処理行政
を担う職員の人材を育
成します。
ごみ処理施策に関して
意見を伺うため、ごみ
処理対策委員会を開
催します。
また、不法投棄禁止看
板の作製、設置を行
い、不法投棄禁止の
周知を拡大します。

引き続き、ごみ処理手
数料の導入により、一
人１日当たりのごみ排
出量の削減を行ってい
きます。
また、雑がみの資源化
の意識啓発を重点的
に行い、リサイクル率
の向上を目指します。
買い物袋持参運動に
関しては、レジ袋有料
化が導入されたことか
ら、制度の在り方につ
いて検討していきま
す。

一般住宅用充給電設
備設置の普及のため
補助金の交付を実施
しました。

廃棄物対策課

専門的知識の向上、
情報の共有により、
効率的かつ円滑に業
務を実施する。また、
ごみ処理対策委員の
意見や助言を得て、
効率的かつ円滑に業
務を実施する。

ごみ処理施策に関す
る諮問事項を審議す
るごみ処理対策委員
会を開催する。
全国都市清掃会議及
び千葉県環境衛生促
進協議会が主催する
各種研修会に参加
し、法令改正や他市
町村の廃棄物行政の
情報提供を受ける。
不法投棄の迅速な撤
去を行うとともに、不
法投棄対策として看
板の作製、設置を行
う。

16
ゼロカーボン都
市推進事業

環境政策課

ゼロカーボンシティ宣
言の下、二酸化炭素
排出量実質ゼロの地
域社会の実現に向
け、地球温暖化対策
を推進するため、一
般住宅用充給電設備
の設置者に対し補助
金を交付することで
普及促進されてい
る。

ゼロカーボンシティ宣
言の下、二酸化炭素
排出量実質ゼロの地
域社会の実現に向
け、地球温暖化対策
を推進するため、一般
住宅用充給電設備の
設置者に対し補助金
を交付する。

17 廃棄物対策事業

完了

18
ごみ減量化・リ
サイクル推進事
業

廃棄物対策課

循環型社会の構築に
向け、３Ｒ啓発事業等
を実施し、ごみの減
量や資源物のリサイ
クルを推進する。

ごみの減量、リサイク
ルを推進するため、買
い物袋持参運動や産
業まつりにおける啓発
事業を行う。
再資源化物集団回収
事業実施団体等に対
して助成を行う。

一般廃棄物処理基本
計画（中間見直し）の
策定に関して、ごみ
処理対策委員会に諮
問し、答申をいただく
ことができました。
全国都市清掃会議及
び千葉県環境衛生促
進協議会が主催する
各種研修会は、新型
コロナウイルスにより
意見交換会のみの参
加となりましたが、各
市町村の廃棄物処理
等に関する意見を聞
くことができました。
市民や事業所からの
通報を受け、不法投
棄物の回収、撤去を
行うとともに、不法投
棄対策として禁止看
板の作製、設置を行
い、公衆衛生を維持
できました。

現行どおり

産業まつりは中止と
なりましたが、出前授
業を通して食品ロス
削減の啓発等３Ｒの
啓発事業を実施し、
ごみの減量、リサイク
ルを推進できました。
一般廃棄物処理基本
計画（中間見直し）を
策定し、食品ロスの
削減等新たな目標を
設定しました。
家庭系ごみ排出量は
概ね減少傾向にあ
り、少しずつですがご
み処理手数料の導入
の効果が表れていま
す。

一部改善
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
現行ごみ処理施設の老朽化に伴い、一般廃棄物の処
理等のため、新たなごみ処理施設の整備が必要不可欠
です。

有効性 Ｂ

土壌汚染対策等の検討や新たに必要となった調査によ
り、施設稼働時期が見通せない状況となりましたが、現
クリーンセンター周辺自治会との協議書・協定書により、
新施設整備が必要です。

効率性 Ｂ

砕石混じり層の土壌汚染が発覚し、地下水状況調査等
業務委託の執行を見送りました。
今後の土壌汚染状況調査について、県と相談を行い、
指定調査機関と調査方法の立案等を行いました。

妥当性 Ａ
新たなごみ処理施設の整備には、関係自治会等との協
議が必要不可欠です。

有効性 Ａ
国の交付金を活用し、次期ごみ処理施設等用地周辺地
域の環境整備を進めることができました。

効率性 Ａ

次期ごみ処理施設等用地周辺地域における地域振興
事業等について、地元地区との協議を行う中でより良い
環境整備を進めるため、吉岡区道路整備等検討業務委
託を執行しました。

妥当性 Ａ
四街道市農業近代化資金利子補給条例規定により、利
子補給を行っています。

有効性 Ａ
農業制度資金が適正かつ円滑に融資されることで、本
制度を利用する農業者等の経営が安定します。

効率性 Ａ
市だけでなく、国や県も利子補給していますが、本制度
を利用する農業者も応分の負担はしています。

現行どおり

農業制度資金を利用
した農業者及び農業
団体に対し、利子補給
を実施します。

実績はありませんで
した。

21
地域農業振興特
別融資制度推進
事業

産業振興課

農業制度資金が適正
かつ円滑に融資運営
されるとともに農業者
の経営が安定してい
る。

農業制度資金を利用
した農業者及び農業
団体に対し利子補給
を実施する。地域農業
振興特別融資制度推
進会議を運営する。

次期ごみ処理施設等
用地周辺地域からの
要望を伺い、地域振
興策を進めることがで
きました。

現行どおり

次期ごみ処理施設整
備事業において、あら
ゆる可能性を再検討
することとなりますが、
地元地区との協議は
継続しつつ、現クリー
ンセンター周辺地域に
対しても協議を進めて
いきます。

20
ごみ処理施設周
辺対策事業

廃棄物対策課

次期ごみ処理施設等
用地周辺及び現ク
リーンセンター周辺地
域の環境整備を行
う。

次期ごみ処理施設等
用地周辺地域からの
要望に答えるととも
に、現クリーンセン
ター周辺地域との協
議を行う。

今後の土壌汚染状況
調査について、県と
相談を行い、指定調
査機関と調査方法の
立案等を行いました。

一部改善

次期ごみ処理施設等
用地を適正に管理す
るとともに、広域処理
も含め、あらゆる可能
性を再検討していきま
す。

19
次期ごみ処理施
設整備事業

廃棄物対策課

次期ごみ処理施設等
の整備を行い、市民
が安心・安全に生活
できる。

将来にわたって安定
的なごみ処理を実現
するための施設整備
を行う。また、次期ご
み処理施設等用地の
維持管理を行う。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ

有害鳥獣捕獲事業は、鳥獣保護法に基づき実施してい
ます。また、近年の有害鳥獣による各種被害が増加傾
向にあり、市民や農作物等への被害防止の観点から本
事業を継続することは必要です。

有効性 Ａ
目標とする有害鳥獣捕獲数を達成できませんでしたが、
これからも継続して捕獲することにより、農産物等の被
害を防止していきます。

効率性 Ａ
鳥獣捕獲数は銃器による鳥類の捕獲が年２回のため大
幅な増加は期待できませんが、限られた予算の中で効
果的な捕獲を行っています。

妥当性 Ａ
市民農園を運営することで、市民の農業に対する理解
を深める一助になっています。

有効性 Ａ
市民の農業に対する理解を深めるには市民農園の運営
は有効です。

効率性 Ａ
市民農園の管理を土地所有者に委託することで、農園
管理が効率的に行われています。

妥当性 Ａ
主食用米の価格の下落を防ぐには、国策であるコメの
転作事業（経営所得安定対策等事業）を推進する必要
があります。

有効性 Ａ

各農家における水稲の作付面積が小さく、自家消費の
ために米を栽培している農家がほとんどですが、一部の
農家では主食用米から飼料用米等への転換が進んで
います。

効率性 Ａ

水稲の作付面積が１ヘクタール未満の農家が多い本市
では効率的かつ効果的な農作業は難しいですが、規模
を拡大する農家への農用地集積が進むことで作業効率
は上がります。また、国主導で転作事業を推進している
ことから、国補助は今後も期待できます。

24
水田農業振興事
業

産業振興課

売れる米づくりを基本
として、消費者、市場
重視の米づくりによ
り、農業経営が安定
し、生産調整が円滑
に行われている。

水田の転作現地確認
及び奨励補助金を交
付、経営所得安定対
策等事業、土地改良
水田維持に対する補
助を行う。

希望する市民に市民
農園を貸し出すことに
より、市民の農業へ
の理解を深める一助
となりました。また、市
民農園の管理を土地
所有者に委託するこ
とで農園管理を効率
的に行いました。

現行どおり23 市民農園事業 産業振興課

市民が野菜などの栽
培を通じて自然にふ
れあうとともにレクリ
エーションの場とし
て、農業への理解を
深められ、環境が保
全されている。

野菜などの栽培を通
じて自然にふれあうこ
とができるレクリエー
ションの場として、ま
た、農業への理解を
深める機会として市内
３か所の市民農園の
貸出しを行う。

飼料用米等の主食用
米以外の作付を行う
農家に対し、補助金
の交付を行いました。
また、水田の管理や
転作の配分の際に利
用する耕作台帳シス
テムについて、適切
に管理・運営を行いま
した。

現行どおり

飼料用米や米粉用米
等の主食用米以外の
作付を行う農家等に対
し、国の経営所得安定
対策等事業やその他
の補助事業により支
援します。

市政だよりや市ホーム
ページ等の広報を活
用して積極的にPRし
新たな利用者を開拓
するとともに、利用区
画数の見直しを検討し
ます。

有害鳥獣捕獲事業で
は、鳥類・小型獣とも
に目標数に届かない
ものの、農作物の被
害防止に一定の効果
がありました。

現行どおり

農林業に関する調査、
研究、研修及び啓発な
どの事業に対し、各農
業団体等への補助金
等を交付します。ま
た、農作物の生産性
向上のため水稲病害
虫防除や有害鳥獣捕
獲を行います。

22
農産物生産等支
援育成事業

産業振興課

農産物の生産性が向
上し、経営が安定し、
農政に関する情報提
供や地区・地域の連
絡調整ができる。ま
た、農産物生産団体
の事業の円滑化と組
織が強化されてい
る。

農林業に関する調
査、研究、研修及び啓
発などの事業に対し、
各農業団体等への補
助金等を交付する。ま
た、農作物の生産性
向上のため水稲病害
虫防除や有害鳥獣捕
獲を行う。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区
域からの除外手続きや農用地区域証明、同区域外の確
認事務は必要です。

有効性 Ａ
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区
域からの除外手続きや農用地区域証明、同区域外の確
認事務を適切に行っています。

効率性 Ａ
農用地区域からの除外手続きや農用地区域証明、同区
域外の確認事務については、業者等からの依頼等に基
づき適宜対応しています。

妥当性 Ａ
新たな担い手を育成し、市の農業を持続させるため、事
業の推進が必要です。

有効性 Ａ
新規で農業を開始した認定新規就農者に補助を行うこ
とは、市の農業発展・新たな担い手の育成という観点か
ら有効です。

効率性 Ａ
認定新規就農者に対し、国の事業である農業次世代人
材投資資金の交付を行い、営農定着・生活の安定に寄
与しています。

妥当性 Ａ
畜産農家の育成や経営の安定化のためには、畜産農
家や関係団体への支援は必須です。

有効性 Ａ
家畜伝染病の予防接種や畜舎消毒への支援により、畜
産農家の経営安定化や畜産物等の安定供給につな
がっています。

効率性 Ａ
国、県、畜産団体等が実施する各種事業の動向を注視
しながら効率的かつ効果的に事業を実施しています。

農業振興地域整備計
画に基づき、優良農
地の整備と保全がな
され、生産基盤の整
備が進められ、生産
性の高い農業が確立
されている。

優良農地の整備・保
全等、農業振興のた
め、農業振興地域整
備計画を策定する。ま
た、農業振興地域の
整備に関する法律に
基づき、農用地区域
からの除外手続きや
農用地区域証明、農
用地区域外確認を発
行する。

27 畜産支援事業 産業振興課

生産者の経営の安定
化及び畜産物の安全
性が確保されてい
る。

畜産に関する調査、
研究、研修及び啓発
などの事業に対し、畜
産団体に補助金を交
付するとともに、伝染
病の発生予防及び蔓
延防止の対策を実施
する。

市の新たな担い手で
ある新規就農者に対
し、農業次世代人材
投資資金の交付を行
い、経営の安定化の
一助としました。

現行どおり26 農業活性化事業 産業振興課

新規就農者が、就農
後に経営が安定して
農業が続けられてい
る。

次世代を担う農業者と
なることを志向する者
に対し、就農後に定着
するため、資金等を交
付する。

農業振興地域整備計
画に基づき、農用地
区域からの除外手続
きや農用地区域証
明、同区域外の確認
事務を適切に行いま
した。

現行どおり25
農業振興地域整
備計画事業

産業振興課

現行どおり

家畜伝染病に関する
補助を行うとともに、畜
産事業等に対し支援
を行います。

農業振興地域の整備
に関する法律に基づ
き、農用地区域からの
除外手続きや農用地
区域証明、同区域外
の確認事務を適切に
行います。

引き続き認定新規就
農者に対し、農業次世
代人材投資資金の交
付を行い、新規就農者
の営農定着、生活の
安定を支援します。

家畜伝染病の予防接
種と継続的な畜舎消
毒の実施により、家
畜伝染病の発生を防
ぐことができました。
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令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
効率的かつ安定した農業経営を営む農業者等を育成す
るため、事業の推進が必要です。

有効性 Ａ
認定農業者は、国の補助制度が活用でき、施設や機械
の整備や、資金面で優遇されることから、認定農業者の
育成を推進することは有効です。

効率性 Ａ
経営改善・効率化に意欲のある農業者を認定農業者に
誘導することにより、農業経営の改善を行っています。

妥当性 Ａ
農作業時の安全や効率化を目指すためには、継続して
農道舗装や砕石の配布を実施する必要があります。

有効性 Ａ
農道を整備することにより、農作業時の安全や効率化に
つながります。

効率性 Ａ
整備が必要な農道を順位付けし、予算を配分すること
で、効率的に実施しています。

妥当性 Ａ
良好な農村環境の維持のためには、地域農業者が協力
して実施している活動への支援は必須です。

有効性 Ａ 事業実施により農村機能が適切に維持されています。

効率性 Ａ
国の事業である多面的機能支払交付金を効果的に活
用しています。

経営改善・効率化に意
欲のある農業者を認
定するとともに、認定
農業者に認定農業者
推進事業補助金を交
付し、農業経営の改善
に必要な機械・施設設
備を支援します。ま
た、営農意欲のある新
規就農者を認定新規
就農者に誘導し、認定
新規就農者支援事業
補助金を交付し、営農
定着に必要な支援を
実施します。

30
農地保全管理事
業

産業振興課

高齢化、混住化の進
行で集落機能が低下
し農地の保全管理が
困難となっているた
め、地域ぐるみでの
農地の保全管理や耕
作放棄地拡大抑制の
事業を行い良好な農
地が保全されてい
る。

国制度の多面的機能
支払交付金事業及び
環境保全型農業直接
支援対策事業交付事
務、耕作放棄地対策
事業として補助金の
交付事務を行う。

農業用排水路、農道
等の草刈や泥上げ等
の活動の実施団体に
対して多面的機能支
払交付金を交付しま
した。

現行どおり

多面的機能支払交付
金事業及び環境保全
型農業直接支援対策
事業の交付事務を行
います。

29 農道整備事業 産業振興課
農作業の効率が向上
している。

農家組合等からの要
望により、未舗装軟弱
道路の農道舗装の実
施や表面の荒れた砂
利農道に農道整備用
砕石を配布する。

経営改善効率化に意
欲がある農業者等が
作成した農業経営改
善計画及び青年等就
農計画について、再
認定３件、計画変更１
件をそれぞれ認定し
ました。

現行どおり28
農業経営基盤強
化促進事業

産業振興課

農用地の利用集積に
より、営農意欲の高
い農業者の農業経営
が効率化され、規模
が拡大されている。

農業者から提出され
る、安定的な農業経
営の基礎となる農業
経営改善計画を審査
し、認定農業者の認
定を行う。

山梨地先の農道舗装
を２件実施しました。

現行どおり

農家組合等からの要
望により、未舗装の農
道や軟弱、劣化した農
道を舗装・補修しま
す。
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令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
水源涵養機能や土砂の流出防止など、森林の持つ多面
的機能を発揮させるために森林整備事業は必要です。

有効性 Ａ

森林整備事業の実施により、森林の荒廃化防止につな
がっています。また、緑の募金については、募金活動を
実施することは市民に対し緑化推進活動の啓発を行う
のに有効です。

効率性 Ａ

現場を熟知する森林所有者が森林整備事業を実施する
ことで、森林が適切に整備・保全されます。また、緑の募
金は区・自治会で取りまとめしてもらうことにより、効率
的に募金を集めています。

妥当性 Ａ
四街道市樹木・樹林等保存要綱に基づき、市が選定し
た保存樹木、樹林について、管理者に適切に管理しても
らう必要があります。

有効性 Ａ
市が保存樹木、樹林を指定することにより、安易な伐採
の防止や、保存価値の高いものや希少な樹種等の保
存・管理が適切に行われます。

効率性 Ａ
保存樹木、樹林の管理助成金は平成２７年度に廃止し
ましたが、その後も管理者によって適切に管理されてい
ます。

妥当性 Ａ
台風や地震等の災害により破損した農道等の施設を復
旧するために必要な事業です。

有効性 Ａ 被害があった場合は適切に対応しています。

効率性 Ａ 被害があった場合は適切に対応しています。

休止

台風や地震の災害に
より被害が発生した農
道等の農業施設につ
いて、現地確認・調査・
復旧等を行います。

33
農業施設災害復
旧事業

産業振興課

災害により破損した
農業目的道路及び公
共施設などの被害状
況の把握及び復旧を
支援することで、安定
した農業経営ができ
ている。

被害発生した農道、農
地の調査・報告・復旧
支援を行う。

現存している保存樹
木・樹林について相
談等のあった管理者
に対し適切に対応し
ました。

現行どおり

31 林業振興事業 産業振興課

森林整備を計画的に
実施することや適正
な指導による森林の
保全などを行うこと
で、適切な林業経
営、災害などの被害
防止、緑豊かな生活
環境が保たれてい
る。

森林整備事業への補
助金事務、伐採届の
受理、小規模林地開
発行為に伴う意見書
の提出、緑の募金運
動を実施する。

32
保存樹木樹林等
保存選定事業

産業振興課

保存価値の高いも
の、樹種が稀なもの
の樹木を保存、管理
することにより、緑化
が保全されている。

四街道市樹木・樹林
等保存要綱に基づ
き、保存樹木等の選
定を行う。

植林・下刈・枝打・間
伐の作業を行った実
施者に対して、森林
環境整備支援事業補
助金の交付を行いま
した。緑の募金につ
いては、目標額を下
回ったものの、市内に
おける緑化推進活動
の啓発を行いました。

現行どおり

植林・下刈・枝打・間伐
の作業を行う実施者に
対して補助金を交付
し、市内民有林の森林
整備を促進します。

現在指定している保存
樹木、樹林を適正に管
理するよう管理者と連
携します。

台風や地震の災害に
より被害が発生した
農道等の農業施設に
ついて、現地確認・調
査・復旧等を行います
が、令和３年度は、実
績がありませんでし
た。
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令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
健全な食生活を実践するため、食育による基礎的な知
識を身に着けることで、生産者の作物の安全性などへ
関心を深めるため必要です。

有効性 Ａ 各担当部署で食育に関する各種施策が共有できます。

効率性 Ａ
今後も食育推進計画に沿って、各担当部署と各種施策
に取り組みます。

妥当性 Ａ
森林所有者の高齢化により、森林を整備する担い手が
不足する中、市民を森林保全ボランティアとして養成す
ることは森林の荒廃化を防止する上で必要です。

有効性 Ａ
水源涵養機能や土砂の流出防止など森林が持つ公益
的な機能を発揮させるために、森林保全ボランティアを
活用した森林整備は有効です。

効率性 Ａ
森林保全ボランティアが高齢化した土地所有者に代
わって森林整備に従事することで、作業効率の向上が
期待できます。

妥当性 Ａ
大規模小売店舗の立地による周辺環境への影響に配
慮するためには、審議会通じて様々な市民意見を集約
する必要があります。

有効性 Ａ
審議会を通じて、様々な市民意見を集約することによっ
て、大規模小売店舗の立地による周辺環境への影響に
配慮しています。

効率性 Ａ
市民意見を集約するにあたり、学識経験者や公募によ
る市民などにより構成されている審議会を通じて、効率
的に実施しています。

現行どおり

大規模小売店舗の届
出により、商工開発促
進審議会を開催し、大
規模小売店舗出店等
に係る周辺環境への
影響等について意見
を集約します。

35
森林ボランティア
養成事業

産業振興課

森林所有者とともに
森づくりをサポートす
る森林保全ボランティ
アを養成するため、
森林保全ボランティア
養成講座を開催す
る。

枝打ちや間伐など、森
林の管理に必要な基
礎的知識習得のため
の講義と、刈り払い機
やチェーンソー等の操
作実習を行う。

森林の管理に必要な
基礎的知識の習得の
ための講義と、チェー
ンソー等の機械の操
作実習を行う養成講
座を開催し、森林整備
の担い手となる森林保
全ボランティアを養成
します。

食育関係は他課（指導
課、健康増進課、保育
所等）と連携し、事業
を推進していきます。

36
商工業振興促進
事業

産業振興課

商工業の振興を促進
することで、地域経済
が活性化されてい
る。

大規模小売店舗立地
法や中心市街地の活
性化に関する事項、
商工近代化及び開発
促進に関する事項の
諮問を行う附属機関
の運営を行う。

食育推進計画に基づ
いた各種施策につい
て、各担当部署で取
り組みました。

現行どおり34 食育推進事業 産業振興課

食育に関わる関係者
が一体的に食育の普
及・啓発を行い、食育
活動が充実してい
る。

近年、食生活をめぐる
環境の変化に伴い、
市民が生涯にわたっ
て健全な心身を培い、
豊かな人間性を育む
ための食育を推進す
ることが喫緊の課題と
なっていることから、
食育に関する施策や
事業を推進する。

森林の管理に必要な
基礎的知識の習得の
ための講義と、チェー
ンソー等の機械の操
作実習を行う森林保
全ボランティア養成講
座を開催しました。

現行どおり

大規模小売店舗の届
け出がなく、商工開発
促進審議会を開催し
ませんでした。
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令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
中小企業の育成振興を行うため、市が関与すべき事業
です。

有効性 Ａ

制度を利用したい事業者に向け、国・県及び他市町村
が実施する融資制度の動向に注視しながら利用しやす
い制度に改善することで、中小企業等の経営安定化、
事業拡大等につながっています。

効率性 Ａ
利用者は国、県及び市で実施する融資制度からどの制
度を利用できるか選択できることから、国、県の制度と
連携し、効果的に実施しています。

妥当性 Ａ
農業や製造業、小売業など異業種交流の場として、また
消費者が市内産業の発展状況を知ることができる場と
して、市内産業の活性化のために必要な事業です。

有効性 Ａ

市内の事業者や団体が一堂に会する場を設けること
で、消費者にとっては市内産業の発展状況について知
ることができ、また農商工業者にとっては異業種交流の
場として、市内産業を盛り上げていく機運を高めるものと
なっており、相互理解が深まっています。

効率性 Ａ
必要最低限の経費支出で事業を開催することで、補助
金額等に事業を左右されないように、協賛金の新規獲
得など歳入増に取り組んでいきます。

妥当性 Ａ
地域の商工業振興や地域の経済活動の維持、向上を
目指すため、必要な事業です。

有効性 Ａ
各種商工団体の活動に対して補助金を交付することに
より、安定した団体活動や地域と団体との交流が生ま
れ、商工振興につながっています。

効率性 Ａ
補助率を設定するなど、自主性や自立性を促進すること
により、効果的に実施しています。

地域の総合的な経済
団体である商工会及
びその他の団体の円
滑な活動を支援すると
ともに、活動への助
言、意見交換等を行
う。

現行どおり

37
中小企業資金融
資事業

産業振興課

融資及びその借入に
より生じる利子に対し
支援を講じることで、
中小企業の育成が振
興している。

中小企業の育成と振
興のため、中小企業
者への資金融資及び
その利子補給を行う。

現行どおり

各団体の活動が効果
的かつ適切に行われ
ることで、地域経済の
活性化に寄与するこ
とができました。

商工業を活性化させる
ため、各種商工団体に
対して支援を行いま
す。

38
産業まつり実施
事業

産業振興課

市内の農産物、商工
業製品等の展示及び
即売等を通じて産業
の発展状況を広く市
民へ紹介することに
より、生産者・商工業
者と消費者との相互
理解が深められてい
る。

農林業団体、商工業
団体、消費者団体等
で構成される四街道
市産業まつり実行委
員会とともに、産業ま
つりを開催する。

経営安定化及び事業
拡大等に寄与するも
のですが、令和３年
度は新規申込があり
ませんでした。

現行どおり

中小企業者等に対す
る資金の貸付を円滑
にするため、貸付金融
機関にその資金源を
預託します。
また、融資申込者に対
する経営の診断を中
小企業経営診断顧問
に委託します。

コロナ禍におけるイベ
ント実施について内容
を見直します。市内外
から産業まつりへの来
場者増に繋がるよう、
産業まつり実行委員
会において、事業の効
率性の観点から、協賛
金の新規獲得など歳
入増に取り組んでいき
ます。

39
商工振興支援事
業

産業振興課

各種商工団体等の活
動を支援することで、
地域の商工業が振興
している。

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、中止しました。
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令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
市の顔ともいえる中心市街地の衰退は、自然体のイ
メージを損なうものであり、市が関与すべき事業です。

有効性 Ａ
市内にある空き店舗等が減少するように補助制度を活
用してもらうことで賑わい等を創出し中心市街地の活性
化及び地域活性化に繋がっています。

効率性 Ａ
市内にある空き店舗等が解消できるよう利用しやすい
補助制度を設けるとともに、市政だよりなどにより周知を
し、効果的に事業を促進しています。

妥当性 Ａ
雇用や自主財源を確保するため、地域の特性を生かし
た企業立地活動を推進する必要があります。

有効性 Ａ
企業立地の促進のため、「企業立地促進基本方針」を策
定しました。

効率性 Ｂ
企業立地の促進に向け、進出企業に対する優遇措置を
検討する必要があります。

妥当性 Ａ
市民の生活基盤を支える労働問題は根幹的なものであ
り、継続して実施する必要があります。

有効性 Ａ

外部機関との連携によるセミナー開催や情報提供を実
施することで、すぐに雇用に結び付くものではありません
が、継続的に事業を展開し、雇用の機会を促進していま
す。

効率性 Ａ
国、県及び町内各課との連携することで、雇用・労働等
に関する情報発信を効率的に実施しています。

中心市街地を活性化
させるため、空き店舗
等活用補助制度を運
用します。

42 労働行政事業 産業振興課

労働に関する情報、
求人情報などを提供
することで、市民が就
業に向けた活動がで
きている。

千葉県やハローワー
ク、ジョブカフェ千葉等
との連携し、就労支援
のためのセミナーの
開催や労働関係の情
報及び雇用情報の提
供を行う。

就労支援にかかる女
性に関するセミナー
を、３市連携の一環と
して開催しました。３
市連携以外でも他
市・外部機関と共催で
中高年向け再就職セ
ミナーを開催しまし
た。

現行どおり

国・県の雇用、労働等
に関する情報の提供
を行います。３市連携
事業、他市・外部機関
との連携を継続し、ま
た、庁内各課とも連携
をしながら、就労支援
のためのセミナーや説
明会を開催します。

41 企業誘致事業 産業振興課

既存企業の育成と併
せて、企業立地動向
を把握することによ
り、立地希望企業へ
良好な立地環境が提
供できる環境が整備
されている。

既存企業の育成と併
せて既存企業の状況
及び企業立地動向を
把握するとともに、千
葉県指定団地協議会
の事業に参加し、情
報を得るなど他市町
村の環境整備の情報
を把握し、調査研究を
行う。

中心市街地活性化の
ため、空き店舗を活
用する事業者に対し
字補助金を交付する
など制度を適切に運
用しました。

現行どおり40
中心市街地等活
性化事業

産業振興課

中心市街地が活性化
することにより、地域
経済が活性化されて
いる。

中心市街地の活性化
に向け、空き店舗等
活用事業補助金等を
交付する。

県、近隣市町村が実
施する優遇措置等の
動向を注視しながら
調査研究を行い、「企
業立地促進基本方
針」を施行しました。

一部改善

「企業立地促進基本方
針」に基づき、企業交
流会や会社への個別
訪問等による情報収
集及び誘致活動を行
います。企業立地の促
進に向け、進出企業に
対する優遇措置等を
検討していきます。
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令和４年度事務事業評価シート（令和３年度実施事業） 環境経済部　　　　

具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
将来的な税減収が見込まれるため、市の魅力を創出
し、市内外に向けて情報発信を行うことで、交流人口を
促進する必要があります。

有効性 Ａ
観光まちづくりを実践することで、来訪者を市内各所へ
集散往来させることにより、地域活力の向上につながっ
ています。

効率性 Ａ
地域主体で事業が推進できるよう、その母体となる地域
住民等で構成される組織と連携し、地域資源を活用しな
がら取り組んでいます。

妥当性 Ａ
消費生活に関するさまざまな知識を提供するため、必要
な事業です。

有効性 Ａ
消費教育を行うことにより、賢い消費者を育成し、詐欺
や悪徳商法などの被害防止に貢献しています。

効率性 Ａ
消費者の要望を考慮した講座計画等により、効率的な
事業実施を行っています。

妥当性 Ａ

消費生活に関するトラブルは多重債務問題も含め多種
多様であり、かつ複雑化しています。今後もトラブル解
決に向けて、消費生活センターの機能を強化・充実して
いくことにより消費者の保護を行っていく必要がありま
す。

有効性 Ａ
消費生活に関するトラブルの相談に対し、適切な助言を
することで解決につながっています。

効率性 Ａ
有資格消費生活相談員を配置することにより、効率的に
な事業実施を行っています。

現行どおり

相談員の資質向上を
行い、電話及び来所
の相談を受け付けて
いきます。

44
消費者教育推進
事業

産業振興課

消費者団体への支援
を行うことなどによ
り、自立した賢い消費
者が育成されてい
る。

消費生活に必要な情
報や知識を提供する
ため、各方面の専門
家などを招き、講座・
イベントの開催、消費
生活展、啓発資料の
広報などをとおして、
消費者啓発を行う。

消費生活講座や子ど
も消費者教室を継続し
て開催し、消費生活展
においても啓発資料を
配布します。

45 消費者保護事業 産業振興課

消費生活に関する相
談等を行うことによ
り、一般消費者の利
益が保護されてい
る。

消費生活上の被害を
未然に防止する啓発
活動を行うとともに、
多様化する消費生活
相談に対するアドバイ
スや、和解の仲介を
行う消費生活センター
を運営する。

市民の消費生活の安
定と向上につながり
ました。

現行どおり

43 観光支援事業 産業振興課

団体の活動等を通じ
て、観光のＰＲが円滑
に展開できるよう支
援することにより、四
街道市の観光が周知
されている。

観光事業の振興のた
め、市内の観光資源
について環境対策を
実施する。また、ちば
観光プロモーション協
議会を通じて四街道
市及び四街道市の地
元産業のＰＲを行うと
ともに、着地型旅行商
品の研究・開発を行
う。

新型コロナウイルス
感染症拡大の影響を
受けたものの、千葉
市・市原市との3市連
携事業として行ってい
る観光ガイドブックへ
プラン掲載等を行い、
市の魅力、知名度向
上につながりました。

現行どおり

和良比はだか祭り、福
星寺しだれ桜、鹿放ケ
丘地区も含め、引き続
き市の観光資源のPR
を行うことで、市の知
名度向上につなげて
いきます。

消費生活センターに
消費生活相談員を配
置して、契約上のトラ
ブルや消費生活に関
する相談に対応し、
安全な消費生活を推
進できました。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
良好な農業環境の維持のため、地域農業者が多い地区
が補助金を等を受けやすくなるなど、農業への支援は必
須です。

有効性 Ａ
事業実施に伴い、地区での農業支援の選択肢が広がり
ます。

効率性 Ａ
国や県などの支援を優先的に受けたり、補助の条件を
満たすなど農業者にとって欠かせないものとなっていま
す。

妥当性 Ｃ

新型コロナウイルス感染症拡大に係る支援策として、地
方創生臨時交付金を活用した支援事業として実施する
予定でしたが、実施する事業者がいないため実施できま
せんでした。

有効性 Ｃ

コロナ禍におけるデリバリー需要の拡大に対応するべ
く、タクシーデリバリーという新しい方法で事業を実施す
ることで、地域経済の活性化につながる予定でしたが、
実施する事業者がいないため実施できませんでした。

効率性 Ｃ
地方創生臨時交付金を活用し、適切に支援を行う予定
でしたが、実施する事業者がいないため実施できません
でした。

妥当性 Ａ
新型コロナウイルス感染症拡大に係る支援策として、地
方創生臨時交付金を活用した支援事業です。

有効性 Ａ

新しい生活様式が求められる中で、キャッシュレス決済
の普及促進は重要課題であり、市内の全店舗を対象に
実施したことで、有効にキャッシュレス決済の普及促進
及び地域経済の活性化に繋がっています。

効率性 Ａ
地方創生臨時交付金を活用し、適切に支援を行いまし
た。

実施予定であった事
業者より辞退の連絡
があったため、令和３
年度の事業は実施で
きませんでした。

廃止
実施する事業者がい
ないため廃止します。

市内の全店舗を対象
にキャンペーンを実
施したことで、キャッ
シュレス決済の普及
促進をすることができ
ました。また、市民の
消費活動を促し、地
域経済活性化に寄与
することができまし
た。

完了

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した、
令和３年度単年度事
業です。

47
地域経済回復支
援事業

産業振興課

飲食店に対し需要が
増えているデリバリー
サービスの支援を行
うことで、新しい生活
様式の推進につな
がっている。

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止
のための外出自粛等
による、飲食店等にお
けるデリバリーの需要
拡大に対応するため、
市内の飲食店等がタ
クシーによる有償貨物
運送を活用した場合
の経費の一部を補助
する。

48
キャッシュレス決
済普及促進事業

産業振興課

キャッシュレス決済の
推進を行うことで、新
しい生活様式の推進
につながっている。

新型コロナウイルス感
染症拡大による経済
的な影響を受けてい
る市内店舗等に対し、
地域経済を活性化さ
せるため、キャッシュ
レス決済（PayPay決
済）した場合に最大５
千円のポイントを還元
するキャンペーンを開
催する。また、「新しい
生活様式」である
キャッシュレス決済の
普及促進を行う。

前年度から動いている
１地区と、実質化を希
望する２地区をそれぞ
れ実質化を目指し事
業を進めていきます。

46
人・農地プラン事
業

産業振興課

人・農地プランを実質
化させることにより、
国・県の補助等が優
先的に受けられるな
ど農業者に有利に働
く。

各地区での説明会、
アンケート（作成・実
施・集計）、実質化計
画、人・農地プラン検
討会の開催などを行
う。

各地域の団体、農業
者等と実質化プラン
の策定について話し
合い等を行うことがで
きました。

現行どおり
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
新型コロナウイルス感染症拡大に係る支援策として、地
方創生臨時交付金を活用した支援事業です。

有効性 Ａ
売り上げが減少した飲食店への下支えとして有効な支
援です。

効率性 Ａ
地方創生臨時交付金を活用し、適切に支援を行いまし
た。

妥当性 Ａ
新型コロナウイルス感染症拡大に係る支援策として、地
方創生臨時交付金を活用した支援事業です。

有効性 Ａ
感染拡大防止に取り組む事業者へ補助金を給付するこ
とで、感染対策の促進と拡大の防止につながりました。

効率性 Ａ
地方創生臨時交付金を活用し、適切に支援を行いまし
た。

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、一般廃
棄物の処理については市町村の責務となっているた
め、必要な事業です。

有効性 Ａ
施設設備の保守点検等が計画的に実施されており、施
設の安定的な運転管理がされています。

効率性 Ａ
施設の経過年数等を考慮すると、本来であれば基幹改
修工事を行う必要がありますが、必要最低限の修繕を
実施することにより、コスト削減を行っています。

51
クリーンセンター
管理運営事業

クリーンセン
ター

適切な運転管理及び
施設維持管理業務に
より、ごみを適正に処
理するとともに、周辺
環境への影響を防止
することができる。

ごみ焼却施設及び粗
大ごみ処理施設の適
正な維持管理と周辺
環境への影響防止の
ため、施設の運転管
理及び保守点検・整
備を行う。

市内にある店舗や事
務所等において、接
触機会のある人同士
が、新型コロナウイル
スに感染するのを防
止するため、感染防
止対策用の備品を購
入し、店舗等で使用し
ている法人又は個人
事業主に対し、当該
備品の購入にかかる
費用の一部を補助す
る。

積極的に広報を行
い、申請後速やかに
応援金を支給するこ
とで、市内事業者等
に事業活動を支援し
ました。

完了

施設の保守点検及び
整備修繕を実施した
ことにより、安定した
施設運転ができまし
た。また、測定では規
制基準を満たすこと
ができ、周辺環境へ
の影響を防止するこ
とができました。

現行どおり

完了

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した、
令和３年度単年度事
業です。

積極的に広報を行
い、申請後速やかに
補助金の交付をする
ことで、市内事業者等
に新型コロナウイル
ス感染対策の経費を
支援しました。

設備機器の突発的な
故障への対応を速や
かに行い、安定的な施
設運営を行います。

49
新型コロナウイ
ルス対策減収事
業者応援事業

産業振興課

新型コロナウイルス
感染症の影響を受け
ている市内事業者に
対し支援を行うこと
で、地域経済の下支
えとなっている。

新型コロナウイルス感
染症の影響により減
収が続く事業者に対
し、事業活動を安定化
させるための支援とし
て、各月の売上高減
少率のうち２０％以上
となる月がある市内に
主たる事業所を有す
る法人又は個人事業
主に対して、１０万円
を支給する。

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨
時交付金を活用した、
令和３年度単年度事
業です。

50

新型コロナウイ
ルス対策感染防
止対策備品購入
事業

産業振興課

新型コロナウイルス
感染症対策に対する
支援を行うことで、感
染症拡大の防止につ
ながっている。
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具体的な内容事業成果
番号 事務事業名 担当部署 目的 事業概要

事業の評価

令和４年度

事業の
方向性

事業の展開方針

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の二第１項
（市町村の責務）により、必要な事業です。

有効性 Ａ
市で発生したごみを収集運搬し、適正に処理処分を行っ
ています。

効率性 Ａ
市で発生したごみについては、効率的に処理・処分を
行っています。

妥当性 Ａ
県が行うイベントに同調して行うものであり、必要な事業
です。

有効性 Ａ
市民の環境保全や清掃活動に対する意識を向上させる
効果があります。

効率性 Ａ
秋のゴミゼロ運動を廃止したことにより、コストの削減を
行っています。

妥当性 Ａ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の二第１項
（市町村の責務）により、必要な事業です。

有効性 Ａ
市民からの要望に迅速に対応し、適正に処分を行って
います。

効率性 Ａ
市民からの要望に対しては、最適な方法で収集し、処分
を行いました。

54
不法投棄廃棄物
処分事業

52
廃棄物収集運搬
処理処分事業

クリーンセン
ター

集積所回収をはじめ
とする廃棄物の収集
運搬、中間処理、リサ
イクル、最終処分を
適正に行うことによ
り、市民が清潔な環
境で安心した生活を
送ることができる。

集積所に排出される
家庭系ごみの収集、
クリーンセンターに直
接搬入される粗大ご
みや事業系一般廃棄
物の処理などを行う。

クリーンセン
ター

市内に不法に投棄さ
れた廃棄物を収集
し、適正に処分するこ
とで市民の生活環境
を保全することができ
る。

市内に不法投棄され
た廃棄物について回
収し処分する。また、
市で焼却等の処理が
できない廃棄物につ
いては、廃棄物処理
業者に処分を委託す
る。

市民が清潔な環境で
安心した生活ができる
よう、引き続き廃棄物
の安定継続的な収集
運搬、処理処分を行い
ます。

市で発生したごみを、
１１分別１８品目に区
分して収集運搬する
とともに、リサイクル
に配慮した適正な処
理・処分を行うことで
市民が清潔な環境で
安心した生活を送る
ことに貢献できまし
た。

現行どおり

53
ゴミゼロ運動事
業

クリーンセン
ター

散乱する空き缶等の
市内一斉清掃を行う
ことにより、ごみの散
乱防止と自然環境及
び街の美観が守られ
る。

年１回実施する事業
であり、自治会を中心
に市民協力のもと空き
地に投げ捨てられた
空き缶などの市内一
斉清掃を行う。

市民と共同で作業を
行うことにより、自然
環境や町の美観が守
られ、清掃活動に対
する意識が向上しま
した。

現行どおり

平成３０年度より年一
回（春のゴミゼロ運動）
に限定したため、より
多くの市民の皆様に参
加していただけるよう
広く周知し、実施しま
す。

不法投棄された廃棄
物について迅速に回
収したことで、市民の
生活環境を保全する
ことができました。ま
た、処理が困難な廃
棄物について業者に
委託することで、廃棄
物を適正に処分する
ことができました。

現行どおり

不法に投棄されたごみ
を迅速かつ適正に処
分することで市民の生
活環境を保全するた
め、不法投棄が発生し
た場合は、迅速かつ適
正に処分を行います。

18 / 18 ページ


